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は
じ
め
に

越
境
者
を
対
象
と
す
る
研
究
が
主
に
扱
っ
て
き
た
テ
ー
マ
の
一
つ

に
、
越
境
者
の
帰
属
意
識
の
所
在
が
あ
る
。
か
つ
て
は
越
境
者
の
帰

属
意
識
が
出
自
国
か
ら
居
住
国
に
移
る
こ
と
を
前
提
に
し
た
議
論
が

多
か
っ
た
。
華
僑
華
人
研
究
に
お
い
て
も
、
と
く
に
東
南
ア
ジ
ア
を

対
象
と
す
る
研
究
に
お
い
て
、
出
自
国
の
中
国
国
民
で
あ
る
「
華

僑
」
か
ら
居
住
国
の
国
民
と
し
て
の
「
華
人
」
へ
の
意
識
の
変
遷
が

重
視
さ
れ
て
き
た
。「
華
僑
か
ら
華
人
へ
」
は
、「
原
住
民
」
を
自
称

す
る
人
々
か
ら
「
外
人
」
と
見
な
さ
れ
て
攻
撃
さ
れ
た
り
排
除
さ
れ

た
り
し
な
い
よ
う
、
居
住
国
の
国
民
と
し
て
生
き
る
意
志
を
表
明
す

べ
く
、「
華
人
」
と
名
乗
る
に
い
た
っ
た
東
南
ア
ジ
ア
の
華
人
の
思

い
に
寄
り
添
う
視
点
で
あ
っ
た
。
他
方
で
こ
う
し
た
視
点
は
、
越
境

者
の
帰
属
意
識
は
出
自
国
か
ら
居
住
国
に
向
け
て
常
に
一
方
通
行
で

進
展
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
個
人
の
帰
属
を
硬
直
化
し
て
と
ら
え
る

側
面
も
持
つ
も
の
で
あ
っ
た＊

１

。

こ
れ
に
対
し
て
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
越
境
者
は
出
自
国
と
居
住

国
の
い
ず
れ
に
も
か
か
わ
り
、
複
数
国
の
間
を
行
き
来
し
た
り
、

金
・
モ
ノ
・
情
報
を
や
り
と
り
し
た
り
す
る
な
か
で
、
自
分
の
生
存

を
可
能
と
す
る
場
を
作
り
出
し
て
い
る
と
す
る
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ

ル
・
マ
イ
グ
レ
ー
シ
ョ
ン
論
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の

議
論
は
も
と
も
と
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
展
し
た
一
九
七
〇
年
代
以

降
を
と
ら
え
る
も
の
で
あ
っ
た
（Schiller et al. 1995

）
が
、
複
数

国
に
場
を
構
築
す
る
営
み
は
す
で
に
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初

頭
の
大
量
移
民
の
時
代
に
も
見
ら
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

（Schiller 2013
）。

特
集
２ 

「
三
つ
の
祖
国
」
に
生
き
る
越
境
者

中
華
民
国
の
成
立
と
ペ
ナ
ン
の
華
人

―
―
越
境
を
生
き
る
た
め
の
複
数
の
場
に
お
け
る
政
治
参
加

篠
崎
香
織
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こ
う
し
た
議
論
を
受
け
て
、
華
僑
華
人
研
究
に
お
い
て
も
、「
華

僑
か
ら
華
人
へ
」
と
い
う
見
方
を
相
対
化
す
る
試
み
が
進
展
し
て

い
る＊

２

。
た
だ
し
そ
の
多
く
は
、「
華
人
へ
」
の
意
識
の
転
換
を
前
提

と
す
る
見
方
の
相
対
化
に
力
点
を
置
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

た
と
え
ば
園
田
（
二
〇
〇
九
）
は
、
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
マ
イ

グ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
視
点
を
積
極
的
に
導
入
し
、
一
九
世
紀
後
半

に
南
北
ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
た
華
人
が
出
自
国
と
居
住
国
と
を
往
来
す

る
な
か
で
秩
序
や
安
全
を
確
保
す
る
に
い
た
っ
た
過
程
を
論
じ
て
い

る
。
居
住
国
の
社
会
へ
の
同
化
を
不
可
逆
的
な
プ
ロ
セ
ス
と
見
る
視

点
の
相
対
化
を
目
的
と
し
、
園
田
の
議
論
が
強
調
す
る
の
は
、
自
ら

を
保
護
す
る
後
ろ
盾
と
し
て
華
人
が
清
朝
政
府
を
認
識
し
て
い
く
過

程
と
、
清
朝
政
府
が
そ
れ
に
応
え
て
南
北
ア
メ
リ
カ
の
華
人
と
行
政

的
な
関
係
を
構
築
し
て
い
く
過
程
で
あ
る
。
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ

ル
・
マ
イ
グ
レ
ー
シ
ョ
ン
論
は
も
と
も
と
、
越
境
者
と
そ
の
子
孫
が

居
住
国
で
居
場
所
を
獲
得
し
つ
つ
も
、
出
自
国
と
の
関
係
も
維
持
し

て
い
る
こ
と
に
着
目
す
る
議
論
で
あ
る
た
め
、
出
自
国
と
の
関
係
性

が
強
調
さ
れ
る
側
面
を
持
つ＊

３

。

同
時
期
の
東
南
ア
ジ
ア
の
華
人
に
つ
い
て
、
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ

ル
・
マ
イ
グ
レ
ー
シ
ョ
ン
論
と
は
全
く
別
の
文
脈
で
は
あ
る
が
、
中

国
と
東
南
ア
ジ
ア
と
の
往
来
の
活
発
化
が
背
景
の
一
つ
と
な
り
、
中

国
に
一
元
的
な
庇
護
を
求
め
る
動
き
が
現
れ
た
と
す
る
議
論
が
あ

る
。
東
南
ア
ジ
ア
の
華
人
は
、
在
地
の
王
国
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
建

設
し
た
植
民
地
国
家
に
お
い
て
、
徴
税
請
負
制
の
担
い
手
と
し
て
国

家
財
政
を
間
接
的
に
支
え
た
者
も
少
な
く
な
か
っ
た
た
め
、
居
住
国

の
社
会
に
組
み
込
ま
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
と
す
る
見
方
が
あ
る

（Butcher 1983 ; 1993 ; Rush 1990 ; T
rocki 1990 ; Cushm

an 
and Reynolds 1991 ; 

石
井 

二
〇
〇
一 ; 

黒
田 

二
〇
〇
一 ; W

u 
2003

）。
し
か
し
一
九
世
紀
末
以
降
、
国
家
行
政
の
合
理
化
・
集
権

化
が
進
ん
だ
た
め
、
統
治
者
は
華
人
を
介
さ
ず
に
国
家
の
財
源
を
調

達
し
う
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
関
し
て
、
東
南
ア
ジ
ア
の
華
人

は
政
治
的
な
庇
護
者
を
失
い
「
原
住
民
」
と
の
競
合
に
置
か
れ
た
一

方
で
、
清
朝
領
事
の
派
遣
や
孫
文
や
康
有
為
な
ど
政
治
活
動
家
の
来

訪
、
中
国
か
ら
の
移
民
の
増
大
な
ど
中
国
と
東
南
ア
ジ
ア
と
の
往
来

が
活
発
化
す
る
な
か
で
、
自
ら
の
後
ろ
盾
を
「
強
い
中
国
」
に
期
待

し
、
そ
の
期
待
は
中
華
民
国
の
成
立
で
最
高
潮
に
達
し
た
と
す
る
説

明
が
あ
る
。
こ
の
説
明
で
は
、
自
前
の
国
家
の
所
有
を
前
提
と
し
た

民
族
自
決
と
い
う
考
え
が
ア
ジ
ア
に
普
及
し
つ
つ
あ
っ
た
時
代
背
景

も
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
山
本 

一
九
九
七 ; Reid 1997 ; Shiraishi 

1997

）。
出
自
国
と
の
往
来
の
活
発
化
が
、
越
境
者
が
出
自
国
と
の
関
係
を

強
化
す
る
契
機
と
な
っ
た
と
見
る
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ

て
越
境
者
が
一
つ
の
国
家
と
一
元
的
な
関
係
を
持
っ
た
わ
け
で
は
な

い
と
す
る
見
方
が
、
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
マ
イ
グ
レ
ー
シ
ョ
ン

論
で
は
可
能
と
な
る
。
そ
こ
で
本
論
で
は
、
複
数
の
国
家
に
ま
た

が
っ
て
居
場
所
を
確
保
す
る
と
い
う
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
マ
イ

グ
レ
ー
シ
ョ
ン
論
の
持
つ
魅
力
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
。
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他
方
で
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
マ
イ
グ
レ
ー
シ
ョ
ン
論
は
、
複

数
国
家
に
ま
た
が
っ
て
生
き
る
越
境
者
が
現
れ
た
こ
と
を
、
経
済
的

な
要
因
で
説
明
す
る
傾
向
が
強
い
。
一
九
七
〇
年
代
以
降
進
展
し
た

経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
り
国
外
出
稼
ぎ
者
が
増
加
す
る
な
か

で
、
そ
の
経
済
力
を
自
国
経
済
に
包
摂
す
べ
く
、
移
民
送
出
国
が
国

外
出
稼
ぎ
者
の
重
国
籍
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
複
数
国
に

ま
た
が
っ
て
生
き
る
越
境
者
が
増
加
し
た
と
説
明
さ
れ
る
（Schiller 

et al. 1995: 57-58

）。

し
か
し
そ
の
前
提
と
し
て
、
安
全
保
障
と
い
う
要
因
が
重
要
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
マ

イ
グ
レ
ー
シ
ョ
ン
論
は
、
主
に
ア
メ
リ
カ
の
事
例
を
念
頭
に
置
い
て

い
る
。
こ
れ
は
、
小
国
か
ら
大
国
へ
の
移
民
を
扱
う
議
論
と
な
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
大
国
か
ら
小
国
へ
の
移
民
に
つ
い
て
は
、
安
全
保

障
と
い
う
要
素
が
と
り
わ
け
重
要
と
な
る
。
た
と
え
ば
東
南
ア
ジ
ア

の
国
々
に
と
っ
て
中
国
は
相
対
的
な
大
国
と
認
識
さ
れ
、
一
九
四
〇

年
代
か
ら
七
〇
年
代
に
か
け
て
外
交
上
の
脅
威
で
あ
り
、
華
人
は
し

ば
し
ば
そ
の
手
先
と
し
て
見
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め

東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
華
人
の
国
籍
や
法
的
地
位
は
、
中
国
と
東
南

ア
ジ
ア
諸
国
と
の
国
家
間
関
係
に
大
き
く
規
定
さ
れ
て
き
た＊

４

。
こ
う

し
た
な
か
で
越
境
者
の
中
に
は
、
居
住
国
の
公
権
力
や
社
会
と
関
係

を
構
築
し
、
不
要
な
疑
念
を
持
た
れ
な
い
よ
う
日
々
努
め
る
動
き
が

見
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
動
き
を
強
調
し
た
の
が
「
華
僑
か
ら
華
人

へ
」
と
い
う
視
点
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
視
点
に
も
限
界
が

あ
る
こ
と
は
す
で
に
示
し
た
通
り
で
あ
る
。

以
上
の
問
題
関
心
に
基
づ
き
本
論
で
は
、
中
国
志
向
が
そ
れ
ま
で

に
な
く
強
ま
っ
た
と
さ
れ
る
中
華
民
国
成
立
期
の
ペ
ナ
ン
の
華
人
の

事
例
を
通
じ
て
、
複
数
国
に
ま
た
が
っ
て
生
き
る
越
境
者
の
姿
を
と

ら
え
て
い
く
。
と
く
に
、
こ
の
時
期
に
中
国
と
の
関
係
構
築
を
積
極

的
に
押
し
進
め
た
ペ
ナ
ン
華
人
商
業
会
議
所
（
檳
城
華
人
商
務
局
／

Penang Chinese Cham
ber of Com

m
erce

）
お
よ
び
そ
の
関
係

者
に
注
目
す
る
。
具
体
的
に
は
、
中
華
民
国
の
成
立
後
、
華
僑
連
合

会
が
中
心
と
な
り
、
中
国
国
外
に
居
住
す
る
華
人
（
以
下
、
在
外
華

人
）
の
積
極
的
な
働
き
か
け
が
導
入
の
一
因
と
な
っ
た
中
華
民
国
参

議
院
の
華
僑
議
員
の
選
出
過
程
に
着
目
す
る
。

参
議
院
に
お
け
る
華
僑
議
員
の
導
入
に
関
し
て
、
す
で
に
多
く
の

研
究
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
は
、
在
外
華
人
が
華
僑
議
員
の
導
入

の
た
め
に
積
極
的
に
働
き
か
け
た
こ
と
を
、
居
住
国
で
の
後
ろ
盾
を

「
強
い
中
国
」
に
求
め
た
結
果
で
あ
る
と
説
明
す
る
（
杜
裕
根
・
蒋

順
興 

一
九
九
二 ; 

張
堅 

二
〇
〇
四 ; 

張
賽
群 

二
〇
〇
六 ; 

将
賢
斌
・

李
琴 

二
〇
〇
八 ; 

張
盛
満 

二
〇
一
〇
）。
本
論
は
、
こ
う
し
た
見
方

の
相
対
化
を
目
的
と
し
、
以
下
の
よ
う
に
議
論
を
進
め
る
。
Ⅰ
で
は

中
華
民
国
が
成
立
す
る
以
前
の
ペ
ナ
ン
華
人
商
業
会
議
所
に
つ
い

て
、
居
住
国
・
出
自
国
双
方
と
の
関
係
構
築
に
努
め
て
い
た
こ
と
を

確
認
す
る
。
そ
の
う
え
で
Ⅱ
以
降
に
お
い
て
、
中
華
民
国
の
成
立
期

に
同
会
議
所
が
居
住
国
お
よ
び
出
自
国
と
ど
の
よ
う
な
関
係
を
構
築

し
て
い
た
の
か
を
考
察
す
る
。
Ⅱ
で
は
、
同
会
議
所
の
華
僑
連
合
会
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へ
の
参
加
と
、
そ
れ
を
契
機
と
し
た
ペ
ナ
ン
の
華
人
社
会
の
再
編
を

論
じ
る
。
Ⅲ
で
は
福
建
省
臨
時
省
議
会
に
代
表
者
を
派
遣
し
損
ね
た

「
失
敗
」
の
事
例
を
、
Ⅳ
で
は
そ
の
「
失
敗
」
を
踏
ま
え
て
参
議
院

へ
の
代
表
者
派
遣
に
成
功
し
た
事
例
を
、
そ
れ
ぞ
れ
論
じ
る
。
以
上

の
議
論
を
通
じ
て
、
複
数
国
に
居
場
所
を
確
保
し
て
生
き
る
た
め

に
、
ペ
ナ
ン
の
華
人
が
行
っ
た
政
治
参
加
の
工
夫
を
明
ら
か
に
し
て

い
く
。
主
な
資
料
は
、
当
時
ペ
ナ
ン
で
発
行
さ
れ
て
い
た
華
語
新
聞

『
檳
城
新
報
』
お
よ
び
英
語
新
聞
ス
ト
レ
イ
ツ
・
エ
コ
ー
（Straits 

E
cho

）
で
あ
る＊

５

。

Ⅰ
ペ
ナ
ン
華
人
商
業
会
議
所
と

居
住
国
・
出
自
国
と
の
つ
な
が
り

１
居
住
国
と
の
つ
な
が
り

中
国
国
外
の
華
人
商
業
会
議
所
の
設
立
に
お
い
て
、
清
朝
政
府
の

イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
の
強
さ
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
だ
が
、
ペ

ナ
ン
華
人
商
業
会
議
所
は
そ
れ
に
当
て
は
ま
ら
な
い
。
ペ
ナ
ン
の
華

人
が
同
会
議
所
を
設
立
し
た
当
初
の
目
的
は
、
ペ
ナ
ン
に
お
い
て
、

ま
た
海
峡
植
民
地
に
お
い
て
、
公
権
力
や
社
会
の
構
成
員
に
自
ら
の

存
在
を
認
知
さ
せ
、
居
住
国
の
秩
序
構
築
に
自
ら
の
声
を
反
映
さ
せ

る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
篠
崎
（
二
〇
〇
五
）
に

基
づ
き
整
理
し
て
お
く
。

イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
は
一
七
八
六
年
に
ペ
ナ
ン
を
獲
得
し
、

一
八
二
六
年
に
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
と
マ
ラ
ッ
カ
と
統
合
し
て
海
峡
植
民

地
（Straits Settlem

ents

）
を
発
足
さ
せ
た
。
海
峡
植
民
地
は
一

八
六
七
年
に
イ
ギ
リ
ス
本
国
の
直
轄
領
と
な
り
、
本
国
の
植
民
地
省

か
ら
総
督
が
派
遣
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
総
督
の
諮
問
機
関
と
し

て
立
法
参
事
会
が
置
か
れ
、
予
算
の
審
議
や
条
例
の
制
定
を
行
っ

た
。
立
法
参
事
会
の
メ
ン
バ
ー
は
、
植
民
地
行
政
官
と
総
督
が
任
命

し
た
民
間
人
と
で
構
成
さ
れ
、
一
九
〇
三
年
当
時
、
民
間
人
メ
ン

バ
ー
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
六
人
と
華
人
一
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
民
間
人

メ
ン
バ
ー
に
、
ペ
ナ
ン
の
華
人
枠
を
認
め
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
が
、

ペ
ナ
ン
華
人
商
業
会
議
所
の
設
立
目
的
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

ペ
ナ
ン
の
華
人
の
利
益
は
、
ペ
ナ
ン
枠
と
華
人
枠
で
代
表
さ
れ
う

る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
た
が
、
ペ
ナ
ン
の
華
人
は
自
分
た
ち
の
利
益

が
十
分
に
代
表
さ
れ
て
い
な
い
と
感
じ
て
い
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
六

人
の
う
ち
二
人
は
ペ
ナ
ン
の
代
表
者
で
あ
っ
た
が
、
欧
米
人
の
み
に

会
員
資
格
を
限
る
ペ
ナ
ン
商
業
会
議
所
と
ペ
ナ
ン
の
欧
米
人
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
推
薦
に
基
づ
い
て
任
命
さ
れ
た
。
華
人
枠
は
常
に
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
の
華
人
が
任
命
さ
れ
た
。

ペ
ナ
ン
華
人
商
業
会
議
所
の
会
則
は
ペ
ナ
ン
商
業
会
議
所
の
会
則

を
参
照
し
て
作
成
さ
れ
、
立
法
参
事
会
メ
ン
バ
ー
の
推
薦
者
を
選
出

す
る
手
続
き
を
定
め
た
条
項
を
盛
り
込
ん
で
い
た
。
ペ
ナ
ン
華
人
商

業
会
議
所
は
一
九
〇
八
年
一
月
三
一
日
に
植
民
地
大
臣
に
陳
情
書
を
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送
り
、
ペ
ナ
ン
の
華
人
に
も
立
法
参
事
会
の
非
官
職
議
員
を
認
め
る

よ
う
陳
情
し
た
。
陳
情
書
は
、
立
法
参
事
会
の
非
官
職
議
員
数
は
シ

ン
ガ
ポ
ー
ル
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
四
千
人
に
四
人
、
華
人
一
七
万
五
千

人
に
一
人
、
ペ
ナ
ン
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
一
三
〇
〇
人
に
二
人
で
あ

り
、
ペ
ナ
ン
の
華
人
一
〇
万
人
が
代
表
を
持
た
な
い
の
は
不
公
平
だ

と
指
摘
し
た
。
ま
た
、
会
員
数
わ
ず
か
三
六
人
の
ペ
ナ
ン
商
業
会
議

所
は
そ
の
大
部
分
が
英
国
国
籍
を
も
た
な
い
の
に
代
表
が
認
め
ら

れ
、
会
員
数
八
〇
人
の
ほ
と
ん
ど
が
英
国
国
籍
者
で
あ
る
ペ
ナ
ン
華

人
商
業
会
議
所
が
代
表
を
持
た
な
い
の
は
お
か
し
い
と
訴
え
た
。
こ

う
し
た
働
き
か
け
を
重
ね
た
結
果
、
ペ
ナ
ン
華
人
商
業
会
議
所
は
一

九
二
三
年
に
立
法
参
事
会
に
代
表
者
を
送
り
出
す
権
利
を
獲
得
し

た
。２

出
自
国
と
の
つ
な
が
り

ペ
ナ
ン
華
人
商
業
会
議
所
の
メ
ン
バ
ー
の
多
く
は
、
マ
ラ
ッ
カ
海

峡
北
部
地
域
に
お
い
て
錫
鉱
山
や
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
経
営
に
従

事
し
て
い
た
。
当
時
こ
れ
ら
の
事
業
は
、
中
国
か
ら
大
量
に
安
価
な

労
働
者
を
調
達
す
る
こ
と
で
成
立
し
て
い
た
。
ま
た
こ
れ
ら
の
事
業

を
補
完
す
る
よ
う
に
、
海
運
業
や
貿
易
業
が
発
展
し
た
。
ペ
ナ
ン
の

華
人
は
、
ペ
ナ
ン
お
よ
び
そ
の
周
辺
地
域
と
中
国
と
を
結
び
、
人
・

モ
ノ
・
金
・
情
報
を
や
り
取
り
す
る
な
か
で
事
業
を
発
展
さ
せ
て
い

た
。

こ
う
し
た
背
景
の
も
と
ペ
ナ
ン
華
人
商
業
会
議
所
は
一
九
〇
七
年

一
月
以
降
、
清
朝
政
府
と
も
関
係
を
構
築
し
始
め
た
。
こ
の
時
に
華

語
の
名
称
が
、
檳
城
華
人
商
務
局
か
ら
檳
榔
嶼
中
華
商
務
総
会
に
変

更
さ
れ
た
。
清
朝
と
関
係
を
構
築
し
た
目
的
は
、
中
国
に
お
け
る
安

全
確
保
で
あ
っ
た
。

中
国
の
沿
岸
部
で
は
一
八
四
〇
年
代
頃
か
ら
、
海
外
か
ら
の
帰
国

者
を
狙
っ
た
犯
罪
が
多
発
し
て
い
た
。
駐
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
清
朝
領
事

は
一
八
九
四
年
に
保
護
証
の
発
行
を
開
始
し
、
帰
国
者
が
中
国
で
地

方
官
よ
り
保
護
を
得
ら
れ
る
よ
う
便
宜
を
図
っ
た
が
、
状
況
は
あ
ま

り
改
善
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
一
九
〇
三
年
九
月
に
設
置

さ
れ
た
商
部
は
、
各
省
に
商
務
局
を
開
設
し
、
帰
国
者
を
保
護
す
る

権
限
を
朝
廷
か
ら
得
た
。
一
九
〇
四
年
一
月
に
「
商
会
簡
明
章
程
」

が
発
布
さ
れ
、
清
朝
商
部
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
が
民
間
組
織
で
あ

る
商
業
会
議
所
が
中
国
各
地
に
設
立
さ
れ
始
め
た
。
こ
う
し
た
な
か

で
ペ
ナ
ン
の
華
人
は
、
中
国
国
内
の
商
業
会
議
所
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

と
連
結
し
、
商
部
と
の
関
係
を
強
化
す
る
こ
と
で
、
中
国
に
お
け
る

安
全
を
確
保
す
べ
く
、
清
朝
政
府
と
も
関
係
を
強
化
し
た
。

ペ
ナ
ン
華
人
商
業
会
議
所
は
自
ら
の
問
題
を
解
決
す
る
う
え
で
、

居
住
国
で
は
居
住
国
の
公
権
力
に
、
出
自
国
で
は
出
自
国
の
公
権
力

に
働
き
か
け
た
。
こ
う
し
た
発
想
は
、
マ
ラ
ヤ
地
域
の
華
人
商
業
会

議
所
に
広
く
見
ら
れ
た
。
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
華
人
商
業
会
議
所
が
、
清

朝
と
の
関
係
構
築
に
お
い
て
期
待
し
た
こ
と
は
、
や
は
り
居
住
国
で

の
保
護
で
は
な
く
中
国
に
お
け
る
保
護
で
あ
っ
た
（
篠
崎 

二
〇
〇
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四
）。
一
九
二
一
年
以
降
、
マ
ラ
ヤ
地
域
の
華
人
商
業
会
議
所
を
架

橋
す
る
英
領
マ
ラ
ヤ
中
華
商
会
連
合
会
が
設
置
さ
れ
、
年
に
一
、
二

回
定
期
的
に
会
合
を
行
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
マ
ラ
ヤ
で
華
人
の
利
益

に
か
か
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
議
題
に
挙
が
り
、
そ
の
解
消
の
た

め
に
マ
ラ
ヤ
の
公
権
力
に
働
き
か
け
る
こ
と
が
議
論
さ
れ
た
。
ま

た
、
海
峡
植
民
地
立
法
参
事
会
の
華
人
議
員
を
増
員
す
る
よ
う
政
府

に
働
き
か
け
る
こ
と
も
議
論
さ
れ
た
。
居
住
国
に
お
け
る
問
題
の
解

決
を
、
中
国
の
公
権
力
に
求
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
（
篠
崎 

二
〇

〇
九
）。

Ⅱ
中
国
の
公
権
力
に
つ
な
が
る

窓
口
の
再
構
築
―
―
華
僑
連
合
会

１
中
国
に
お
け
る
新
興
勢
力
の
台
頭

一
九
一
一
年
一
〇
月
一
〇
日
に
発
生
し
た
武
昌
蜂
起
の
成
功
後
、

清
朝
か
ら
独
立
を
宣
言
す
る
省
が
相
次
ぎ
、
一
九
一
二
年
一
月
一
日

の
中
華
民
国
の
成
立
と
そ
の
後
の
清
朝
の
崩
壊
と
い
う
事
態
に
発
展

し
た
。
在
外
華
人
に
と
っ
て
こ
の
事
態
は
、
清
朝
政
府
を
相
手
に
築

い
て
き
た
中
国
の
公
権
力
と
の
関
係
が
無
効
化
し
、
新
た
な
為
政
者

を
相
手
に
中
国
の
公
権
力
と
関
係
を
結
び
直
す
必
要
性
を
生
じ
さ
せ

た
。
当
時
の
中
国
で
は
為
政
者
の
座
を
め
ぐ
り
、
同
盟
会
系
の
指
導

者
や
清
朝
時
代
か
ら
の
エ
リ
ー
ト
お
よ
び
政
治
的
・
軍
事
的
実
力
者

が
競
合
し
て
い
た
。
こ
の
な
か
で
在
外
華
人
と
の
関
係
構
築
に
積
極

的
だ
っ
た
の
は
、
同
盟
会
系
の
人
た
ち
で
あ
っ
た
。
だ
が
ペ
ナ
ン
華

人
商
業
会
議
所
は
、
同
盟
会
と
は
ほ
と
ん
ど
関
係
を
築
い
て
こ
な

か
っ
た
。
ペ
ナ
ン
華
人
商
業
会
議
所
の
メ
ン
バ
ー
が
、
ペ
ナ
ン
に
お

け
る
同
盟
会
系
の
勢
力
と
敵
対
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

ペ
ナ
ン
に
は
一
九
〇
五
年
ま
で
に
、
孫
文
の
支
持
者
が
集
う
小
蘭

亭
と
い
う
サ
ロ
ン
が
存
在
し
て
い
た
（
陳
新
政 

一
九
二
一
〈
二
〇
〇

四
〉：
二
〇
一
）。
一
九
〇
六
年
八
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
中
国
同
盟

会
の
分
会
が
、
一
九
〇
八
年
一
二
月
に
ペ
ナ
ン
閲
書
報
社
が
、
そ
れ

ぞ
れ
設
立
さ
れ
た
（Y

en 1976: 98-99 ; 

張
少
寬 

二
〇
〇
四
：
一
一

一
・
一
四
三 ; 

昌
期 

一
九
三
七
：
甲
六
）。
同
盟
会
は
東
南
ア
ジ
ア

に
お
け
る
活
動
拠
点
を
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
置
い
て
い
た
が
、
一
九
〇

九
年
か
ら
一
九
一
〇
年
頃
に
ペ
ナ
ン
に
拠
点
を
移
し
、
ペ
ナ
ン
閲
書

報
社
が
そ
の
中
心
と
な
っ
た
（
張
少
寬 

二
〇
〇
四
：
一
一
六
）。
一

九
一
〇
年
一
一
月
一
三
日
に
同
盟
会
の
幹
部
な
ど
を
集
め
て
ペ
ナ
ン

で
開
か
れ
た
会
議
は
、
行
き
詰
ま
り
に
あ
っ
た
孫
文
の
革
命
活
動
を

救
っ
た
一
大
転
機
だ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
（
張
少
寬 

二
〇
〇
四
）。

一
九
〇
五
年
頃
に
は
、「
革
命
を
口
に
す
る
と
白
眼
視
さ
れ
」
た

（
陳
新
政 
一
九
二
一
〈
二
〇
〇
四
〉：
二
〇
二
）
そ
う
だ
が
、
一
九
一

〇
年
頃
に
は
孫
文
の
支
持
者
が
あ
る
程
度
の
規
模
で
存
在
し
た
よ
う

で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
一
九
一
〇
年
一
二
月
六
日
に
行
わ
れ
た

ジ
ョ
ー
ジ
タ
ウ
ン
市
政
委
員
選
挙
か
ら
う
か
が
え
る
。
こ
の
選
挙
で



184

は
、
納
税
者
協
会
が
推
薦
す
る
候
補
者
と
そ
の
対
立
候
補
者
が
票
を

争
っ
た
。
納
税
者
協
会
は
、
市
政
委
員
会
と
住
民
と
を
橋
渡
し
し
、

住
民
の
意
向
を
市
政
に
反
映
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た

多
民
族
的
な
組
織
で
、
ペ
ナ
ン
華
人
商
業
会
議
所
の
指
導
層
が
中
心

的
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
。
選
挙
の
結
果
は
、
対
立
候
補
者
の
圧
倒

的
な
勝
利
で
あ
っ
た
。
そ
の
原
因
は
、
同
会
議
所
に
お
い
て
設
立
時

か
ら
指
導
的
な
立
場
に
あ
り
、
納
税
者
協
会
の
事
務
局
長
を
務
め
て

い
た
リ
ム
・
セ
ン
フ
イ
の
出
版
社
が
発
行
し
て
い
た
ス
ト
レ
イ
ツ
・

エ
コ
ー
（
注
５
を
参
照
）
の
社
説
に
対
し
て
、
強
く
反
発
し
た
華
人

が
い
た
た
め
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
社
説
は
一
九
一
〇
年
一
〇

月
三
〇
日
に
孫
文
が
ペ
ナ
ン
で
行
っ
た
演
説
に
つ
い
て
、「
革
命
家

で
あ
る
孫
文
の
唯
一
の
欠
点
は
、
彼
が
革
命
を
行
わ
な
い
こ
と
だ
」

と
か
、「
愛
国
者
は
革
命
を
資
金
的
に
支
援
せ
よ
と
い
う
が
馬
鹿
げ

て
い
る
、
支
援
に
応
じ
た
と
し
た
ら
愛
国
的
と
い
う
よ
り
ま
ぬ
け

だ
」
な
ど
と
批
判
し
た
（SE N

ov. 2, 1910

）。
選
挙
の
前
後
に
は

あ
ら
ゆ
る
華
人
組
織
に
リ
ム
・
セ
ン
フ
イ
を
非
難
す
る
風
刺
画
が
張

ら
れ
た
（SE D

ec. 7, 1910

）
こ
と
や
、
対
立
候
補
を
推
す
陣
営
が

六
〇
人
や
二
〇
〇
人
と
い
う
規
模
の
動
員
を
か
け
て
い
た
（SE 

D
ec. 5, 1910 ; D

ec. 7, 1910

）
こ
と
が
報
道
さ
れ
て
お
り
、
孫
文
の

支
持
者
が
あ
る
程
度
の
規
模
で
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

２
華
僑
連
合
会
の
発
足

一
九
一
二
年
一
月
に
中
華
民
国
総
統
府
の
命
令
に
基
づ
き
、
上
海

で
華
僑
連
合
会
が
設
立
さ
れ
た
（『
檳
城
新
報
』
一
九
一
二
年
三
月
二

三
日
）。
設
立
発
起
人
と
し
て
名
を
連
ね
た
の
は
、
広
東
の
同
盟
会

指
導
者
と
中
国
国
外
各
地
の
同
盟
会
の
中
心
人
物
で
、
そ
の
中
に
は

ペ
ナ
ン
同
盟
会
分
会
や
ペ
ナ
ン
閲
書
報
社
の
中
心
で
あ
っ
た
ゴ
ー
・

セ
イ
イ
ン
（Goh Say Eng

／
呉
世
栄
）
も
名
を
連
ね
て
い
た
。

ゴ
ー
・
セ
イ
イ
ン
は
の
ち
に
華
僑
連
合
会
の
副
会
長
に
就
任
し
た
。

一
九
一
二
年
一
月
一
九
日
付
で
公
開
さ
れ
た
華
僑
連
合
会
の
規
約

（『
檳
城
新
報
』
一
九
一
二
年
三
月
二
一
日
）
に
は
、
国
内
外
の
華
僑

を
団
結
さ
せ
、
祖
国
の
政
治
・
経
済
・
外
交
の
た
め
に
一
致
し
て
協

力
し
、
僑
民
の
利
害
を
追
求
す
る
こ
と
を
目
的
に
掲
げ
て
い
る
。
こ

の
部
分
は
、「
強
い
中
国
」
を
創
出
し
よ
う
と
す
る
華
僑
の
心
意
気

と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
で
こ
の
規
約
に
は
、
海
外
か
ら

帰
国
し
た
華
僑
の
た
め
に
華
僑
連
合
会
が
発
足
し
た
こ
と
が
記
さ
れ

て
お
り
、
中
国
国
内
に
お
け
る
帰
国
者
の
保
護
が
意
識
さ
れ
て
い
る

こ
と
も
分
か
る
。

中
国
国
内
に
お
け
る
帰
国
者
の
保
護
が
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
、
そ
の
呼
び
か
け
か
ら
も
読
み
取
れ
る
。
華
僑
連
合
会
は
各
地
の

中
華
会
館
や
書
報
社
、
商
業
会
議
所
に
対
し
、
中
華
民
国
政
府
公
認

の
華
僑
の
統
一
機
関
と
し
て
同
会
が
設
立
さ
れ
た
こ
と
を
告
知
し
、
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同
会
の
分
会
「
華
僑
公
会
」
を
設
置
す
る
よ
う
呼
び
か
け
た
。
中
華

会
館
や
商
業
会
議
所
、
書
報
社
な
ど
の
組
織
が
連
合
会
の
趣
旨
に
賛

同
し
連
合
会
に
申
請
す
れ
ば
、
華
僑
公
会
と
し
て
承
認
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
、
そ
の
会
員
は
中
国
国
内
外
で
保
護
を
享
受
し
う
る
と
さ

れ
た
。
国
内
で
は
、
各
省
の
都
督
の
も
と
で
保
護
が
保
障
さ
れ
る
と

し
た
。
他
方
で
国
外
で
の
保
護
に
つ
い
て
は
、
中
華
民
国
政
府
が
各

国
政
府
に
華
人
の
保
護
を
依
頼
す
る
と
あ
り
、
華
僑
連
合
会
や
中
華

民
国
政
府
が
直
接
華
人
を
保
護
す
る
こ
と
は
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
（『
叻
報
』
一
九
一
二
年
四
月
二
五
日
）。

３
ペ
ナ
ン
の
華
人
社
会
の
再
編
と
窓
口
の
再
構
築

華
僑
連
合
会
の
発
足
を
受
け
て
ペ
ナ
ン
で
は
、
四
月
一
〇
日
に
会

合
が
開
か
れ
、
華
人
商
業
会
議
所
の
メ
ン
バ
ー
が
多
数
出
席
し
た
。

華
僑
連
合
会
の
分
会
の
設
立
は
、
中
国
に
お
け
る
保
護
の
確
保
と
い

う
文
脈
で
議
論
さ
れ
た
。
会
議
で
は
、
華
人
の
保
護
に
関
し
て
と
く

に
問
題
は
な
い
が
、
イ
ギ
リ
ス
領
で
団
体
を
設
立
す
る
う
え
で
手
続

き
上
の
困
難
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。
ま
た
、
ペ
ナ
ン
で
は
す

で
に
華
人
商
業
会
議
所
が
中
国
で
の
保
護
を
提
供
し
て
い
る
の
だ
か

ら
、
中
国
で
の
保
護
が
必
要
な
ら
同
会
に
入
会
す
れ
ば
よ
い
と
の
意

見
も
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
同
会
の
年
会
費
が
高
額
で
あ
る
た

め
入
会
を
躊
躇
す
る
人
が
多
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
華
人
商
業
会
議

所
に
対
し
て
入
会
要
件
の
変
更
を
求
め
る
こ
と
と
な
っ
た
（『
檳
城

新
報
』
一
九
一
二
年
四
月
一
一
日
）。

ペ
ナ
ン
華
人
商
業
会
議
所
は
こ
れ
を
受
け
て
五
月
一
八
日
に
理
事

会
を
開
き
、
ペ
ナ
ン
華
人
商
業
会
議
所
を
上
海
華
僑
連
合
会
の
分
会

と
す
る
こ
と
を
決
定
し
、
そ
の
た
め
に
ゴ
ー
・
セ
イ
イ
ン
に
働
き
か

け
を
行
う
と
し
た
（SE M

ay 20, 1912 ; 

『
檳
城
新
報
』
一
九
一
二

年
五
月
二
〇
日
）。
ペ
ナ
ン
華
人
商
業
会
議
所
は
、
自
ら
を
華
僑
公

会
と
い
う
「
器
」
に
再
編
す
る
こ
と
で
、
中
国
の
公
権
力
と
の
新
た

な
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
。

他
方
で
こ
の
前
日
の
五
月
一
七
日
に
は
、
ペ
ナ
ン
閲
書
報
社
の
会

合
が
開
か
れ
た
。
ゴ
ー
・
セ
イ
イ
ン
が
こ
れ
に
出
席
し
、
ペ
ナ
ン
華

僑
公
会
の
設
立
を
自
ら
呼
び
か
け
た
（『
叻
報
』
一
九
一
二
年
五
月
二

一
日
）。

ペ
ナ
ン
華
人
商
業
会
議
所
と
ゴ
ー･

セ
イ
イ
ン
と
の
間
で
、
お
そ

ら
く
何
ら
か
の
調
整
が
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
ペ
ナ
ン
華
人
商
業
会
議

所
と
ペ
ナ
ン
閲
書
報
社
は
五
月
二
五
日
に
華
僑
公
会
の
設
立
に
関
す

る
会
議
を
開
催
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
告
知
す
る
連
名

の
文
書
が
出
さ
れ
、
各
方
面
に
会
議
へ
の
参
加
を
呼
び
か
け
た
（『
檳

城
新
報
』
一
九
一
二
年
五
月
二
一
日
）。

こ
の
会
議
に
は
、
華
人
商
業
会
議
所
の
メ
ン
バ
ー
と
、
ゴ
ー
・
セ

イ
イ
ン
を
含
め
た
閲
書
報
社
の
メ
ン
バ
ー
な
ど
、
約
二
〇
〇
人
が
出

席
し
た
。
華
人
商
業
会
議
所
の
メ
ン
バ
ー
は
、
華
僑
連
合
会
を
華
人

商
業
会
議
所
に
併
合
し
て
設
立
す
れ
ば
運
営
が
容
易
で
あ
る
こ
と
を

主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ペ
ナ
ン
閲
書
報
社
の
メ
ン
バ
ー
た
ち
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は
、
華
僑
公
会
は
独
立
し
た
組
織
で
あ
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。
最

終
的
に
多
数
決
に
よ
っ
て
、
華
僑
公
会
を
華
人
商
業
会
議
所
に
併
合

し
て
運
営
す
る
こ
と
が
決
定
し
、
そ
の
名
称
を
華
僑
連
合
商
会
と
す

る
こ
と
と
な
っ
た
。
組
織
の
運
営
を
担
う
臨
時
委
員
が
、
華
人
商
業

会
議
所
の
メ
ン
バ
ー
と
ペ
ナ
ン
閲
書
報
社
の
メ
ン
バ
ー
を
中
心
に
選

出
さ
れ
た
（『
檳
城
新
報
』
一
九
一
二
年
五
月
二
八
日
）。

し
か
し
、
華
僑
連
合
商
会
の
そ
の
後
の
活
動
を
伝
え
る
資
料
は
見

当
た
ら
な
い
。
ペ
ナ
ン
華
人
商
業
会
議
所
の
活
動
は
、「
中
華
商
務

総
会
」
の
名
称
で
資
料
に
現
れ
続
け
る
。
他
方
で
、
一
九
一
二
年
末

に
行
わ
れ
た
「
中
華
商
務
総
会
」
の
会
合
に
ペ
ナ
ン
閲
書
報
社
の
メ

ン
バ
ー
が
出
席
し
、「
中
華
商
務
総
会
」
の
運
営
に
つ
い
て
発
言
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
ペ
ナ
ン
閲
書
報
社
の
メ
ン
バ
ー
が
「
中
華
商
務

総
会
」
に
加
入
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
（『
檳
城
新
報
』
一
九
一

二
年
一
一
月
二
三
日
）。

ペ
ナ
ン
華
人
商
業
会
議
所
は
、
ペ
ナ
ン
閲
書
報
社
の
メ
ン
バ
ー
を

自
ら
に
取
り
込
む
こ
と
で
、
中
国
の
公
権
力
と
新
た
な
経
路
で
つ
な

が
る
ペ
ナ
ン
の
窓
口
を
、
自
ら
に
一
本
化
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
と

言
え
る
。
ペ
ナ
ン
華
人
商
業
会
議
所
が
、
ペ
ナ
ン
閲
書
報
社
を
排
除

し
て
同
盟
会
系
の
経
路
を
独
占
し
よ
う
と
し
て
い
た
ら
、
ペ
ナ
ン
の

華
人
社
会
に
は
深
刻
な
分
裂
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

ペ
ナ
ン
の
華
人
に
と
っ
て
華
人
公
会
の
設
立
は
、
ペ
ナ
ン
に
い
な

が
ら
に
し
て
対
応
が
可
能
な
課
題
で
あ
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、

日
々
の
生
活
を
大
幅
に
割
い
て
対
応
す
る
よ
う
な
事
柄
で
は
な
か
っ

た
。
こ
れ
に
対
し
て
ペ
ナ
ン
の
華
人
は
、
日
々
の
生
活
を
大
幅
に
割

い
て
対
応
を
迫
ら
れ
る
よ
う
な
新
た
な
課
題
に
直
面
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。

Ⅲ
新
た
な
課
題
の
浮
上
と
挫
折

―
―
福
建
省
臨
時
省
議
会
へ
の
代
表
者
送
り
出
し

ペ
ナ
ン
の
華
人
が
直
面
し
た
新
た
な
課
題
と
は
、
中
国
へ
の
代
表

者
の
派
遣
で
あ
っ
た
。
皇
帝
の
専
制
政
治
を
否
定
し
、
共
和
制
を
掲

げ
て
成
立
し
た
中
華
民
国
で
は
、
議
会
の
導
入
が
重
要
な
課
題
の
一

つ
と
な
っ
た
。
中
央
や
地
方
に
お
い
て
議
会
が
導
入
さ
れ
、
そ
こ
に

在
外
華
人
を
対
象
と
す
る
議
員
枠
が
設
置
さ
れ
、
在
外
華
人
が
代
表

者
の
派
遣
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
意
思
決
定
の
場
に
か
か

わ
る
機
会
を
得
ら
れ
る
こ
と
は
、
ペ
ナ
ン
の
華
人
に
と
っ
て
本
来
喜

ば
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ペ
ナ
ン
の
華
人
に
と
っ
て
そ
う
し

た
求
め
に
自
ら
が
応
じ
る
こ
と
は
、
生
活
や
事
業
か
ら
何
日
も
遠
く

離
れ
て
中
国
に
滞
在
し
、
日
々
の
生
活
の
多
く
を
割
か
ね
ば
な
ら
な

い
こ
と
を
意
味
し
た
。
ペ
ナ
ン
の
華
人
が
こ
う
し
た
課
題
に
最
初
に

直
面
し
た
の
は
、
福
建
省
臨
時
省
議
会
へ
の
代
表
者
派
遣
で
あ
っ

た
。一

九
一
二
年
三
月
一
三
日
の
『
檳
城
新
報
』
に
、
福
建
省
臨
時
省

議
会
の
召
集
と
議
員
選
挙
に
関
す
る
福
建
都
督
・
府
民
政
司
か
ら
の
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告
知
が
掲
載
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
臨
時
省
議
会
が
五
月
二
〇
日
に
開

会
す
る
こ
と
を
伝
え
、
議
員
定
数
九
〇
人
の
う
ち
一
五
人
が
華
僑
議

員
で
あ
る
た
め
、
各
地
の
福
建
人
は
議
員
を
選
出
し
、
臨
時
省
議
会

に
派
遣
す
る
よ
う
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
選
挙
区
と
定
員
の
内
訳

は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
二
人
、
ベ
ト
ナ
ム
一
人
、
シ
ャ
ム
一
人
、
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
二
人
、
ペ
ナ
ン
一
人
、
ス
マ
ト
ラ
一
人
、
ビ
ル
マ
一
人
、

ジ
ャ
ワ
三
人
、
ス
ラ
ウ
ェ
シ
・
ス
ン
ダ
群
島
一
人
、
ボ
ル
ネ
オ
一

人
、
日
本
一
人
で
（『
檳
城
新
報
』
一
九
一
二
年
三
月
一
三
日
）、
ペ

ナ
ン
選
挙
区
は
ペ
ナ
ン
、
ペ
ラ
、
ス
ラ
ン
ゴ
ー
ル
、
ク
ダ
で
構
成
さ

れ
た
（『
檳
城
新
報
』
一
九
一
三
年
三
月
一
四
日
）。

ペ
ナ
ン
で
は
こ
れ
を
受
け
て
、
四
月
三
日
に
会
議
が
行
わ
れ
た
。

そ
の
中
心
と
な
っ
た
の
は
、
華
人
商
業
会
議
所
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ

た
。
こ
の
会
議
で
は
、
福
建
都
督
・
府
民
政
司
か
ら
の
告
知
文
が
読

み
上
げ
ら
れ
、
四
月
一
五
日
に
ペ
ラ
、
ス
ラ
ン
ゴ
ー
ル
、
ク
ダ
の
代

表
者
を
ペ
ナ
ン
に
招
き
議
員
を
選
出
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
（『
檳

城
新
報
』
一
九
一
二
年
四
月
四
日
）。

四
月
一
五
日
の
会
議
に
は
、
ス
ラ
ン
ゴ
ー
ル
か
ら
四
人
、
ク
ダ
か

ら
四
人
、
ペ
ラ
か
ら
一
人
、
ペ
ナ
ン
か
ら
二
九
人
が
出
席
し
た
。
だ

が
、
議
員
の
選
出
は
一
八
日
に
延
期
さ
れ
た
。
ペ
ラ
の
代
表
者
が
、

ペ
ラ
の
華
人
の
間
で
本
件
に
つ
い
て
協
議
し
、
代
表
者
を
四
人
選
出

し
て
か
ら
改
め
て
会
議
に
臨
み
た
い
と
要
請
し
た
た
め
で
あ
る
。
こ

の
日
の
会
議
で
決
ま
っ
た
の
は
、
ペ
ナ
ン
の
代
表
者
の
人
数
を
一
二

人
と
す
る
こ
と
の
み
で
あ
っ
た
。
こ
の
中
に
は
、
ペ
ナ
ン
華
人
商
業

会
議
所
の
メ
ン
バ
ー
と
ペ
ナ
ン
閲
書
報
社
の
メ
ン
バ
ー
が
含
ま
れ
た

（『
檳
城
新
報
』
一
九
一
二
年
四
月
一
六
日
）。

し
か
し
、
一
八
日
の
会
議
に
出
席
し
た
の
は
、
ペ
ナ
ン
の
代
表
者

の
み
で
あ
っ
た
。
ス
ラ
ン
ゴ
ー
ル
の
代
表
者
は
、
急
遽
戻
ら
ね
ば
な

ら
な
く
な
っ
た
た
め
会
議
を
欠
席
す
る
と
連
絡
し
て
き
た
（『
檳
城

新
報
』
一
九
一
二
年
四
月
二
六
日
）。
ク
ダ
か
ら
は
、
代
表
者
を
一
人

送
る
と
連
絡
が
あ
っ
た
が
、
結
局
誰
も
会
議
に
現
れ
な
か
っ
た
。
ペ

ラ
か
ら
は
、
日
程
に
余
裕
が
な
い
た
め
代
表
者
を
ペ
ナ
ン
に
派
遣
す

る
こ
と
は
困
難
で
、
ペ
ナ
ン
に
決
定
を
一
任
す
る
と
連
絡
が
あ
っ

た
。こ

う
し
た
状
況
で
は
あ
っ
た
が
、
す
で
に
一
八
日
を
投
票
日
に
確

定
し
た
の
だ
し
、
臨
時
省
議
会
の
開
催
も
迫
っ
て
い
る
と
し
て
、
ペ

ナ
ン
の
代
表
者
た
ち
は
投
票
を
行
う
こ
と
に
し
た
。
代
表
者
の
う
ち

二
人
が
欠
席
し
、
選
挙
監
督
と
監
査
員
の
二
人
は
投
票
権
を
持
た
な

か
っ
た
た
め
、
投
票
は
わ
ず
か
八
人
で
行
わ
れ
た
（『
檳
城
新
報
』

一
九
一
二
年
四
月
一
九
日
）。
二
二
日
に
開
票
が
行
わ
れ
、
ウ
ィ
・

キ
ム
ケ
ン
（W

ee K
im

 K
eng

／
黄
金
慶
）
が
三
票
、
フ
ー
・

チ
ュ
ー
チ
ュ
ン
（Foo ChooChoon

／
胡
子
春
）
と
邱
怡
領
が
二

票
、
荘
銀
安
が
一
票
を
そ
れ
ぞ
れ
得
た
（『
檳
城
新
報
』
一
九
一
二

年
四
月
二
六
日
）。

こ
の
結
果
に
対
し
、
ウ
ィ
・
キ
ム
ケ
ン
と
フ
ー
・
チ
ュ
ー
チ
ュ
ン

は
、
仕
事
で
身
動
き
が
取
れ
な
い
た
め
代
表
を
辞
退
す
る
と
伝
え
て

き
た
。
荘
銀
安
は
、
選
挙
区
内
に
居
住
し
て
い
な
い
た
め
議
員
の
資
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格
が
な
い
こ
と
が
ク
ア
ラ
ル
ン
プ
ー
ル
福
建
会
館
よ
り
指
摘
さ
れ
た

た
め
、
議
員
候
補
者
か
ら
外
さ
れ
た
。
荘
銀
安
は
辛
亥
革
命
の
直
前

に
一
年
ほ
ど
ペ
ナ
ン
に
滞
在
し
て
い
た
が
、
も
と
も
と
は
ビ
ル
マ
を

拠
点
に
同
盟
会
の
活
動
に
従
事
し
て
い
た
人
物
で
あ
っ
た
。
こ
う
し

て
ペ
ナ
ン
選
挙
区
の
議
員
は
、
中
国
同
盟
会
ク
ア
ラ
ル
ン
プ
ー
ル
分

会
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
邱
怡
領
に
決
定
し
た
（『
叻
報
』
一
九
一

二
年
五
月
一
一
日
）
が
、
邱
怡
領
も
こ
れ
を
辞
し
た
（『
檳
城
新
報
』

一
九
一
二
年
五
月
二
三
日
）。
ペ
ナ
ン
選
挙
区
は
結
局
、
議
員
を
派

遣
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

ペ
ナ
ン
選
挙
区
の
福
建
系
の
人
た
ち
は
、
議
員
を
送
る
こ
と
に
は

非
常
に
積
極
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
自
分
が
議
員
に
な
る
こ
と
に

は
極
め
て
消
極
的
だ
っ
た
。
議
員
と
し
て
中
国
に
行
く
こ
と
に
な
れ

ば
、
自
ら
の
生
活
や
事
業
か
ら
何
日
も
遠
く
離
れ
る
こ
と
に
な
り
、

日
々
の
生
活
の
多
く
を
割
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
そ
れ
は
ペ
ナ
ン

の
華
人
に
と
っ
て
大
き
な
負
担
だ
っ
た
。
ウ
ィ
・
キ
ム
ケ
ン
は
同
盟

会
ペ
ナ
ン
分
会
の
設
立
時
か
ら
の
会
員
で
、
ペ
ナ
ン
閲
書
報
社
で
は

副
会
長
を
務
め
、
ゴ
ー
・
セ
イ
イ
ン
と
と
も
に
ペ
ナ
ン
に
お
け
る
革

命
事
業
を
牽
引
し
て
き
た
人
物
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
数
世
代
に
わ

た
り
タ
イ
南
部
を
拠
点
に
事
業
を
展
開
し
て
き
た
家
系
の
出
身
で
、

自
身
の
事
業
も
ペ
ナ
ン
と
そ
の
周
辺
を
拠
点
と
し
、
中
国
で
事
業
を

展
開
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
フ
ー
・
チ
ュ
ー
チ
ュ
ン
は
ペ
ラ
を
拠

点
と
す
る
大
実
業
家
で
、
一
九
〇
七
年
か
ら
一
九
〇
八
年
に
か
け
て

石
炭
の
採
掘
や
福
建
鉄
道
の
建
設
な
ど
中
国
で
の
事
業
に
投
資
し
た

こ
と
も
あ
っ
た
が
、
事
業
の
中
心
は
あ
く
ま
で
も
ペ
ラ
や
ス
ラ
ン

ゴ
ー
ル
、
タ
イ
南
部
な
ど
マ
ラ
ヤ
地
域
に
あ
っ
た
。

福
建
省
臨
時
省
議
会
に
議
員
を
派
遣
で
き
な
か
っ
た
経
験
を
通
じ

て
、
ペ
ナ
ン
の
華
人
は
、
ペ
ナ
ン
お
よ
び
そ
の
周
辺
地
域
に
生
活
や

事
業
の
基
盤
が
あ
る
者
は
中
国
へ
の
代
表
者
の
役
割
を
積
極
的
に
引

き
受
け
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
を
互
い
に
確
認
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ペ
ナ
ン
の
華
人
は
こ
れ
以
降
、
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
中
国
へ
の

代
表
者
派
遣
と
い
う
課
題
に
対
応
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
結

果
、
参
議
院
に
は
議
員
を
派
遣
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。

Ⅳ
新
た
な
課
題
の
克
服

―
―
参
議
院
へ
の
代
表
者
送
り
出
し

１
参
議
院
に
お
け
る
華
僑
議
員
の
導
入

中
華
民
国
で
は
一
九
一
三
年
四
月
八
日
に
、
参
議
院
と
衆
議
院
か

ら
構
成
さ
れ
る
国
会
が
正
式
に
発
足
し
た
。
こ
の
国
会
か
ら
参
議
院

に
、
各
省
と
モ
ン
ゴ
ル
、
チ
ベ
ッ
ト
、
青
海
な
ど
を
そ
れ
ぞ
れ
代
表

す
る
議
員
に
加
え
、
華
僑
議
員
六
名
が
参
加
し
た
。
華
僑
議
員
と

は
、
在
外
華
人
の
互
選
で
選
ば
れ
た
議
員
で
あ
る
。
在
外
華
人
は
自

分
や
父
祖
の
中
国
で
の
出
身
地
で
選
挙
権
と
被
選
挙
権
を
認
め
ら
れ

て
い
た
た
め
、
華
僑
議
員
と
い
う
枠
組
み
は
当
初
存
在
し
な
か
っ
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た
。
こ
れ
に
対
し
て
華
僑
の
代
表
者
を
名
乗
る
人
た
ち
が
働
き
か
け

を
行
っ
た
結
果
、
そ
れ
ぞ
れ
の
居
住
地
で
代
表
者
を
選
出
し
国
会
に

送
る
権
利
を
手
に
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
う
し
た
働
き
か
け
を
始
め
た
の
は
、
一
九
〇
〇
年
頃
に
中
国
を

離
れ
、
ア
チ
ェ
を
拠
点
に
同
盟
会
系
の
活
動
を
行
っ
て
い
た
謝
碧
田

（
張
克
恭 

一
九
一
三
）
で
あ
っ
た
。
謝
碧
田
は
「
南
洋
ア
チ
ェ
華
僑

代
表
」
を
名
乗
り
、
清
朝
か
ら
独
立
を
宣
言
し
た
各
省
の
代
表
者
が

一
九
一
一
年
一
一
月
一
五
日
に
組
織
し
た
各
省
都
督
府
代
表
連
合
会

や
、
同
連
合
会
を
引
き
継
ぐ
か
た
ち
で
一
九
一
二
年
一
月
二
八
日
に

開
会
し
た
南
京
臨
時
参
議
院＊

６

に
対
し
、
意
思
決
定
の
場
に
華
僑
の
参

加
を
認
め
る
よ
う
訴
え
た
（
劉
士
木 

一
九
一
三
：
一
―
六
）。
こ
れ

を
受
け
て
南
京
臨
時
参
議
院
は
、
中
華
民
国
臨
時
約
法
を
制
定
す
る

過
程
で
華
僑
議
員
の
導
入
を
検
討
し
た
。
し
か
し
、
国
外
で
選
挙
を

実
施
す
れ
ば
外
交
問
題
を
招
き
う
る
こ
と
と
、
華
僑
は
国
内
で
選
挙

権
・
被
選
挙
権
を
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
華
僑
議
員
枠

は
導
入
さ
れ
な
か
っ
た
（
参
議
院
第
二
次
会
議
速
記
録 ; 

『
檳
城
新

報
』
一
九
一
二
年
六
月
二
八
日
）。

他
方
で
こ
れ
と
前
後
し
て
、
華
僑
連
合
会
が
南
京
臨
時
参
議
院
や

袁
世
凱
大
総
統
、
黎
元
洪
副
総
統
に
対
し
華
僑
議
員
の
導
入
を
訴
え

て
い
た
（
劉
士
木 

一
九
一
三
：
八
―
一
一
）。
こ
れ
が
功
を
奏
し
た

の
か
、
北
京
臨
時
参
議
院＊

７

で
華
僑
議
員
の
導
入
が
再
度
議
題
に
取
り

上
げ
ら
れ
た
。
議
論
は
紛
糾
し
た
が
、
五
月
一
七
日
の
第
八
回
会
議

で
、
出
席
者
五
八
人
中
三
五
人
の
賛
成
を
得
て
、
華
僑
議
員
枠
が
導

入
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
参
議
院
第
二
次
、
第
三
次
、
第
七
次
、

第
八
次
会
議
速
記
録
）。

華
僑
議
員
の
選
出
方
法
は
、
最
終
的
に
参
議
院
議
員
選
挙
法
華
僑

選
挙
会
施
行
法
（
一
一
月
一
五
日
公
布
）
と
参
議
院
議
員
選
挙
法
施

行
細
則
（
一
二
月
八
日
公
布
）
で
規
定
さ
れ
た
。
各
地
の
商
業
会
議

所
、
中
華
会
館
、
中
華
公
所
、
書
報
社
が
選
出
し
た
代
表
者
が
北
京

で
華
僑
選
挙
会
を
組
織
し
、
華
僑
議
員
を
互
選
す
る
こ
と
と
な
っ

た
。
代
表
者
は
、
中
華
民
国
国
籍
を
持
つ
満
二
五
歳
以
上
の
男
子
で

五
〇
〇
元
以
上
の
不
動
産
や
資
産
を
持
つ
者
の
な
か
か
ら
、
組
織
の

長
を
務
め
た
経
験
を
持
つ
な
ど
相
応
の
人
物
を
選
ぶ
こ
と
が
規
定
さ

れ
た
（『
東
方
雑
誌
』
一
九
一
三
：
二
二
七
九
二
・
二
二
八
一
四
）。

２
ペ
ナ
ン
の
華
人
の
法
的
な
立
場

参
議
院
議
員
選
挙
法
華
僑
選
挙
会
施
行
法
の
公
布
を
受
け
て
、
ペ

ナ
ン
で
は
代
表
者
を
派
遣
す
る
権
利
を
持
つ
華
人
商
業
会
議
所
と
閲

書
報
社
が
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
を
始
め
た
。
イ
ギ
リ
ス
領
で
あ
る
ペ
ナ

ン
に
お
い
て
華
僑
議
員
を
選
出
す
る
こ
と
は
、
居
住
国
に
お
け
る
立

場
を
微
妙
に
す
る
こ
と
は
と
く
に
な
か
っ
た
。

イ
ギ
リ
ス
外
務
省
は
、
イ
ギ
リ
ス
領
に
居
住
す
る
華
人
が
中
国
の

立
法
機
関
に
代
表
を
送
る
こ
と
に
つ
い
て
、
華
人
の
動
向
に
注
意
を

払
い
、
何
ら
か
の
制
限
を
課
す
こ
と
が
望
ま
し
い
と
し
た
。
そ
の
一

方
で
、
本
件
は
中
国
の
国
内
問
題
で
あ
る
と
し
、
在
外
華
人
が
投
票
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を
通
じ
て
そ
の
声
を
表
出
す
べ
き
で
な
い
と
す
る
根
拠
は
国
際
法
に

は
な
い
と
い
う
認
識
を
示
し
て
い
た
（CO

273/402/10753

）。

ペ
ナ
ン
の
華
人
の
大
部
分
は
、
イ
ギ
リ
ス
国
籍
を
持
つ
者
も
華
僑

議
員
と
な
る
資
格
を
持
っ
て
お
り
、
法
的
な
矛
盾
は
な
か
っ
た
。
中

華
民
国
国
籍
者
は
、
一
九
一
二
年
一
一
月
一
八
日
に
公
布
さ
れ
た
国

籍
法
第
一
条
に
お
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
た
。

一
、
出
生
時
父
親
が
中
国
人
で
あ
っ
た
者
。

二
、
父
の
死
後
に
出
生
し
た
者
で
、
そ
の
父
が
死
亡
時
に
中
国
国

籍
者
だ
っ
た
者
。

三
、
中
国
で
生
ま
れ
た
者
で
、
父
親
が
国
籍
不
明
ま
た
は
無
国
籍

者
で
、
母
親
が
中
国
国
籍
者
で
あ
る
者
。

四
、
中
国
で
生
ま
れ
た
者
で
、
父
母
が
国
籍
不
明
ま
た
は
無
国
籍

者
で
あ
る
者
。

こ
れ
に
対
し
て
、
中
華
民
国
国
籍
を
喪
失
す
る
場
合
に
つ
い
て
、

同
法
第
一
二
条
で
以
下
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
た
。

一
、
外
国
国
籍
者
の
妻
と
な
り
、
夫
の
国
の
国
籍
を
取
得
し
た

者
。

二
、
父
親
が
外
国
国
籍
者
で
そ
の
父
親
に
認
知
さ
れ
た
者
。

三
、
父
親
が
不
明
あ
る
い
は
父
親
に
認
知
さ
れ
て
い
な
い
者
で
、

母
親
が
外
国
人
で
母
親
に
認
知
さ
れ
た
者
。

四
、
自
ら
外
国
で
帰
化
し
、
外
国
の
国
籍
を
持
つ
者
。

五
、
中
国
政
府
の
許
可
な
く
外
国
の
官
吏
や
軍
人
と
な
り
、
中
国

政
府
か
ら
辞
職
を
命
じ
ら
れ
て
も
そ
の
命
令
に
従
わ
な
い
者
。

こ
こ
に
は
、
自
ら
の
意
思
で
他
国
の
国
籍
を
取
得
し
た
者
は
中
華

民
国
国
籍
を
喪
失
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
出
生
に
よ
り

他
国
の
国
籍
が
付
与
さ
れ
た
者
の
扱
い
に
つ
い
て
は
、
何
も
規
定
が

な
い
。

海
峡
植
民
地
政
府
は
、
イ
ギ
リ
ス
領
で
出
生
し
た
す
べ
て
の
者
に

イ
ギ
リ
ス
国
籍
を
認
め
て
い
た＊

８

。
こ
れ
に
関
し
て
、
他
国
の
国
籍
を

放
棄
す
る
こ
と
を
求
め
る
規
定
は
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
ペ
ナ
ン
の

華
人
は
、
帰
化
申
請
に
よ
り
自
ら
イ
ギ
リ
ス
国
籍
を
取
得
し
た
者
は

別
と
し
て
、
出
生
に
よ
り
イ
ギ
リ
ス
国
籍
を
持
つ
者
は
中
華
民
国
国

籍
も
持
つ
こ
と
が
で
き
た
。

ま
た
、
中
華
民
国
国
籍
者
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
は
被
選

挙
者
の
み
で
、
選
挙
者
を
中
華
民
国
国
籍
者
に
限
定
す
る
規
定
は
な

か
っ
た
。

３
ペ
ナ
ン
に
お
け
る
華
僑
議
員
の
選
出

参
議
院
に
華
僑
議
員
枠
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
『
檳
城
新

報
』
は
、
ペ
ナ
ン
の
華
人
は
過
去
の
失
敗
を
教
訓
と
し
、
今
回
は
権

利
を
放
棄
し
て
は
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
早
く
か
ら
備
え
て
お
く
べ
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き
だ
と
述
べ
た
（『
檳
城
新
報
』
一
九
一
二
年
九
月
六
日
）。「
過
去
の

失
敗
」
と
は
、
福
建
省
臨
時
省
議
会
に
代
表
者
を
派
遣
で
き
な
か
っ

た
こ
と
を
指
す
。

ペ
ナ
ン
華
人
商
業
会
議
所
は
一
一
月
一
五
日
に
理
事
会
を
開
き
、

ペ
ナ
ン
閲
書
報
社
と
は
別
個
に
代
表
者
を
選
出
す
る
こ
と
を
決
め
た

（『
檳
城
新
報
』
一
九
一
二
年
一
一
月
一
六
日
）。
た
だ
し
す
で
に
述
べ

た
よ
う
に
、
華
人
商
業
会
議
所
は
こ
の
頃
ま
で
に
ペ
ナ
ン
閲
書
報
社

の
メ
ン
バ
ー
を
迎
え
入
れ
て
お
り
、
華
人
商
業
会
議
所
の
代
表
者
の

選
出
に
は
ペ
ナ
ン
閲
書
報
社
の
メ
ン
バ
ー
も
参
加
し
て
い
た
。
こ
こ

で
は
ペ
ナ
ン
華
人
商
業
会
議
所
で
選
出
さ
れ
た
代
表
者
を
、
ペ
ナ
ン

の
華
人
社
会
に
お
け
る
主
要
な
見
解
を
包
括
し
て
い
た
も
の
と
し
て

と
ら
え
る
。

ペ
ナ
ン
華
人
商
業
会
議
所
は
、
二
二
日
に
全
体
会
議
を
開
い
た
。

こ
こ
で
は
、
ペ
ナ
ン
華
人
商
業
会
議
所
の
会
員
以
外
か
ら
人
選
を
行

う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、

数
名
の
候
補
者
を
挙
げ
て
そ
の
中
か
ら
投
票
で
代
表
者
を
選
出
す
る

こ
と
と
な
っ
た
（『
檳
城
新
報
』
一
九
一
二
年
一
一
月
二
三
日
）。
投

票
は
二
八
日
に
行
わ
れ
た
。
最
終
的
に
候
補
者
と
な
っ
た
の
は
、
シ

エ
・
リ
ャ
ン
ム
ー
（H

sieh Liang M
u

／
謝
良
牧
）、
タ
イ
・
チ
ー

テ
ィ
ン
（T
ye Chee T

eng

／
戴
芷
汀
）、
陳
匪
石
で
あ
っ
た
。
投

票
の
結
果
、
シ
エ
・
リ
ャ
ン
ム
ー
が
二
一
票
、
タ
イ
・
チ
ー
テ
ィ
ン

が
九
票
を
得
て
、
シ
エ
・
リ
ャ
ン
ム
ー
を
ペ
ナ
ン
華
人
商
業
会
議
所

の
代
表
者
と
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
（『
檳
城
新
報
』
一
九
一
二
年
一

一
月
二
九
日
）。
候
補
者
と
な
っ
た
人
た
ち
は
、
ペ
ナ
ン
と
の
接
点

を
わ
ず
か
に
持
つ
の
み
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
在
外
経
験
を
持
っ
て
は

い
た
が
、
海
外
よ
り
も
中
国
で
の
実
績
が
顕
著
で
あ
る
人
た
ち
で

あ
っ
た
。

タ
イ
・
チ
ー
テ
ィ
ン
は
、
一
八
七
一
年
に
広
東
省
大
埔
県
永
興
で

生
ま
れ
、
一
九
〇
四
年
に
福
建
省
龍
岩
州
寧
洋
県
の
県
知
事
、
一
九

〇
七
年
に
泉
州
府
の
府
知
事
代
理
、
一
九
〇
九
年
に
龍
岩
州
の
州
知

事
を
務
め
た
の
ち
、
一
九
一
〇
年
に
引
退
し
て
ペ
ナ
ン
で
隠
居
し
て

い
た
（『
檳
城
新
報
』
一
九
一
二
年
一
一
月
二
五
日
）。
タ
イ
・
チ
ー

テ
ィ
ン
に
は
、
一
九
〇
七
年
か
ら
一
九
一
二
年
ま
で
駐
ペ
ナ
ン
清
朝

領
事
を
務
め
た
父
タ
イ
・
キ
ー
ユ
ン
（T

ye K
ee Y

oon

／
戴
喜
雲
）

と
、
一
九
一
二
年
か
ら
一
九
三
〇
年
に
駐
ペ
ナ
ン
中
華
民
国
領
事
を

務
め
た
弟
タ
イ
・
セ
オ
ッ
ク
ユ
エ
ン
（T

ye Seok Y
uen

／
戴
淑

源
）
が
い
た
。

陳
匪
石
は
、
一
八
八
四
年
に
南
京
で
生
ま
れ
、
四
川
大
学
の
前
身

で
あ
る
尊
経
書
院
を
卒
業
し
、
南
京
で
教
師
と
な
っ
た
。
一
九
〇
六

年
か
ら
一
九
〇
八
年
ま
で
法
律
を
学
ぶ
た
め
に
日
本
に
留
学
し
、
そ

の
間
に
同
盟
会
に
入
会
し
た
。
一
九
一
二
年
よ
り
ペ
ナ
ン
で
同
盟
会

系
の
新
聞
『
光
華
日
報
』
の
記
者
を
務
め
た
が
、
翌
年
帰
国
し
、
上

海
で
記
者
を
務
め
て
い
た
（
柳
定
生 

一
九
八
四
）。

シ
エ
・
リ
ャ
ン
ム
ー
は
、
一
八
八
二
年
頃
広
東
省
嘉
応
州
梅
県
で

生
ま
れ
た
。
日
本
の
東
京
弘
文
学
院
に
留
学
し
、
中
国
同
盟
会
の
結

成
時
に
執
行
部
会
計
部
で
役
員
を
務
め
、
こ
の
間
に
の
ち
に
中
国
同
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盟
会
お
よ
び
国
民
党
の
幹
部
と
な
る
人
物
と
親
交
を
結
ん
だ
。
辛
亥

革
命
後
は
広
東
省
都
督
府
で
枢
密
院
処
参
議
を
務
め
て
い
た
（
深
町 

一
九
九
九
：
三
八
・
一
〇
二
）。
シ
エ
・
リ
ャ
ン
ム
ー
に
は
、
一
八

九
八
年
か
ら
一
九
〇
三
年
と
、
一
九
〇
六
年
か
ら
一
九
〇
七
年
に
駐

ペ
ナ
ン
清
朝
副
領
事
を
務
め
た
伯
父
チ
ア
・
チ
ュ
ン
セ
ン
（Cheah 

Choon Seng

／
謝
春
生
）
が
い
た
。
チ
ア
・
チ
ュ
ン
セ
ン
は
一
八
四

七
年
に
ポ
ン
テ
ィ
ア
ナ
ッ
ク
に
生
ま
れ
、
ア
チ
ェ
や
メ
ダ
ン
、
ペ
ナ

ン
、
パ
ハ
ン
、
ペ
ラ
な
ど
で
事
業
を
展
開
し
た
大
実
業
家
で
あ
っ

た
。
ペ
ナ
ン
で
は
、
華
人
社
会
の
指
導
層
が
構
成
す
る
伝
統
的
な
エ

リ
ー
ト
組
織
・
華
人
公
会
堂
（Chinese T

ow
n H

all

／
平
章
公
館＊

９
）

の
理
事
を
務
め
た
（Lee and Chow

 1997: 14-15 ; 

檳
榔
嶼
客
属
公
会

四
〇
周
年
紀
念
刊
編
輯
委
員
会 

一
九
七
九
：
七
三
八
）。
ペ
ナ
ン
華
人

商
業
会
議
所
の
中
心
メ
ン
バ
ー
の
多
く
は
華
人
公
会
堂
の
メ
ン
バ
ー

も
兼
任
し
て
お
り
、
チ
ア
・
チ
ュ
ン
セ
ン
と
交
流
を
持
っ
て
い
た
。

華
僑
議
員
の
選
出
に
あ
た
り
ペ
ナ
ン
の
華
人
が
重
視
し
た
の
は
、

自
分
た
ち
を
代
表
し
て
中
国
に
行
っ
て
く
れ
る
こ
と
だ
っ
た
。
ペ
ナ

ン
の
華
人
の
中
か
ら
代
表
者
を
選
べ
ば
、
ま
た
代
表
者
を
送
り
損
ね

る
か
も
し
れ
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
な
か
で
ペ
ナ
ン
の
華
人
た
ち

は
、
ペ
ナ
ン
の
華
人
の
中
か
ら
代
表
者
を
選
ぶ
の
で
は
な
く
、
自
分

た
ち
が
持
つ
人
脈
を
中
国
に
た
ど
り
、
そ
の
中
か
ら
中
国
で
実
績
を

持
つ
者
を
選
ん
だ
。
シ
エ
・
リ
ャ
ン
ム
ー
は
、
ペ
ナ
ン
の
華
人
の
期

待
を
裏
切
ら
な
か
っ
た
。
一
九
一
三
年
二
月
一
〇
日
か
ら
一
四
日
に

北
京
で
実
施
さ
れ
た
華
僑
選
挙
会
の
選
挙
に
参
加
し
、
六
人
の
華
僑

議
員
の
一
人
に
選
ば
れ
た
。

華
僑
選
挙
会
の
経
緯
に
つ
い
て
、
ス
ラ
ン
ゴ
ー
ル
お
よ
び
パ
ハ
ン

各
地
の
書
報
社
・
中
華
会
館
の
代
表
と
し
て
華
僑
選
挙
会
に
参
加
し

た
沈
智
夫
が
、「
華
僑
選
挙
記
」
を
残
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
華

僑
選
挙
会
は
馮
自
由
が
仕
切
り
、
馮
自
由
と
関
係
の
深
い
人
物
が
選

出
さ
れ
た
と
あ
る
（『
檳
城
新
報
』
一
九
一
三
年
四
月
一
八
日
、
一
九

日
、
二
一
日
）。
馮
自
由
は
興
中
会
お
よ
び
中
国
同
盟
会
の
会
員
で
、

同
盟
会
香
港
分
会
会
長
を
務
め
た
経
歴
を
持
ち
、
当
時
は
国
民
党＊

10

に

属
し
て
い
た
。
ペ
ナ
ン
華
人
商
業
会
議
所
の
メ
ン
バ
ー
が
こ
う
し
た

展
開
を
見
越
し
て
、
同
盟
会
系
の
幹
部
と
近
い
シ
エ
・
リ
ャ
ン
ム
ー

を
選
出
し
て
い
た
と
し
た
ら
、
そ
こ
に
は
相
当
の
政
治
的
セ
ン
ス
が

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
人
選
は
、
ペ
ナ
ン
華
人
商

業
会
議
所
が
持
っ
て
い
た
伝
統
的
な
指
導
層
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
、

ペ
ナ
ン
閲
書
報
社
が
持
っ
て
い
た
同
盟
会
系
の
新
た
な
指
導
者
層
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
が
交
わ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
可
能
と
な
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。

華
僑
議
員
は
国
民
党
の
議
員
と
し
て
登
録
さ
れ
た
。
国
民
党
は
衆

参
両
院
の
選
挙
で
勝
利
を
収
め
、
国
会
に
お
い
て
多
数
派
を
占
め

た
。
し
か
し
国
民
党
は
袁
世
凱
大
総
統
と
対
立
を
深
め
、
一
九
一
三

年
八
月
に
中
国
の
政
局
か
ら
一
度
退
出
し
た
。
ペ
ナ
ン
の
華
人
は
こ

う
し
た
政
局
の
不
安
定
性
を
察
知
し
て
い
た
よ
う
で
、
袁
世
凱
に
つ

な
が
る
経
路
も
確
保
し
て
い
た
。
そ
れ
が
一
九
一
三
年
二
月
に
設
立

さ
れ
た
共
和
党
ペ
ナ
ン
支
部
（
檳
榔
嶼
共
和
党
支
部
）
で
あ
っ
た
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（『
檳
城
新
報
』
一
九
一
三
年
三
月
一
日
）。
こ
れ
は
、
一
九
一
二
年
五

月
に
袁
世
凱
に
近
い
政
党
と
し
て
中
国
で
設
立
さ
れ
た
共
和
党
の
支

部
で
あ
っ
た
。
そ
の
幹
部
に
は
、
ペ
ナ
ン
閲
書
報
社
メ
ン
バ
ー
が
加

入
す
る
以
前
か
ら
の
ペ
ナ
ン
華
人
商
業
会
議
所
の
指
導
層
が
名
前
を

連
ね
て
い
た
。
党
則
に
よ
れ
ば
そ
の
活
動
内
容
は
、
ペ
ナ
ン
の
華
人

の
統
一
と
調
和
の
促
進
、
中
国
国
内
外
の
共
和
党
と
の
友
好
関
係
の

確
立
、
イ
ギ
リ
ス
な
ど
列
強
諸
国
と
の
相
互
理
解
と
友
好
を
促
進
す

る
た
め
の
中
国
政
府
へ
の
助
言
で
あ
っ
た
。
党
則
に
は
、
こ
れ
ら
の

活
動
を
実
施
す
る
う
え
で
居
住
地
の
法
律
を
厳
守
す
る
こ
と
も
明
記

さ
れ
て
い
た
（SE M

ay 13, 1913

）。
居
住
国
に
お
け
る
自
ら
の
位

置
づ
け
を
ま
ず
配
慮
し
つ
つ
、
出
自
国
の
政
局
を
敏
感
に
察
知
し
、

出
自
国
の
公
権
力
と
関
係
を
構
築
す
る
ペ
ナ
ン
の
華
人
の
姿
を
、
こ

こ
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

お
わ
り
に

二
〇
世
紀
初
頭
の
ペ
ナ
ン
の
華
人
に
と
っ
て
、
生
活
や
事
業
の
拠

点
で
あ
る
ペ
ナ
ン
と
の
関
わ
り
が
重
要
で
あ
っ
た
と
と
も
に
、
自
ら

の
事
業
の
後
背
地
で
あ
る
中
国
と
の
関
わ
り
も
重
要
で
あ
っ
た
。
こ

う
し
た
な
か
で
ペ
ナ
ン
の
華
人
は
、
居
住
国
で
は
居
住
国
の
、
出
自

国
で
は
出
自
国
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
公
権
力
と
の
関
係
の
構
築
に
努
め

た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
で
自
ら
に
与
え
ら
れ
る
べ
き
権
利
を
主
張
す

る
一
方
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
の
ル
ー
ル
を
遵
守
す
る
こ
と
に
気
を

配
っ
た
。

ペ
ナ
ン
の
華
人
が
清
朝
政
府
と
の
間
で
構
築
し
て
き
た
関
係
性

は
、
中
華
民
国
の
成
立
と
清
朝
の
崩
壊
に
よ
っ
て
絶
た
れ
た
。
ペ
ナ

ン
の
華
人
は
、
新
た
な
為
政
者
を
相
手
に
中
国
の
公
権
力
と
関
係
を

結
び
直
す
必
要
に
迫
ら
れ
た
。
中
国
か
ら
は
同
盟
会
系
の
指
導
者

が
、
華
僑
連
合
会
や
省
議
会
お
よ
び
参
議
院
へ
の
議
員
派
遣
と
い
う

チ
ャ
ン
ネ
ル
を
提
供
し
て
き
た
。
ペ
ナ
ン
の
華
人
は
華
人
商
業
会
議

所
を
中
心
に
、
こ
れ
ら
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
構
築
す
べ
く
対
応
し
た
。

こ
の
な
か
で
中
国
へ
の
議
員
派
遣
は
、
ペ
ナ
ン
の
華
人
が
新
た
に

直
面
す
る
課
題
と
な
っ
た
。
ペ
ナ
ン
か
ら
遠
く
何
日
も
離
れ
中
国
で

議
会
に
参
加
す
る
こ
と
は
、
ペ
ナ
ン
の
華
人
に
と
っ
て
大
き
な
負
担

と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
な
か
で
ペ
ナ
ン
の
華
人
は
、
自
ら
が
構
築
し

て
来
た
新
旧
の
越
境
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
人
脈
を
中
国
に

た
ど
り
、
中
国
を
拠
点
に
実
績
を
持
つ
人
物
を
自
ら
の
代
表
者
に
立

て
た
。
こ
れ
に
よ
り
ペ
ナ
ン
の
華
人
は
、
居
住
国
に
お
け
る
生
活
や

事
業
を
優
先
し
つ
つ
、
出
自
国
と
の
関
係
を
再
構
築
す
る
こ
と
を
目

指
し
た
。

二
〇
世
紀
初
頭
の
ペ
ナ
ン
の
華
人
に
つ
い
て
は
、
辛
亥
革
命
に
つ

な
が
る
孫
文
の
革
命
事
業
を
支
援
し
た
こ
と
が
評
価
さ
れ
て
き
た
。

こ
こ
で
評
価
さ
れ
て
い
る
の
は
、
個
人
は
民
族
と
し
て
ま
と
ま
り
自

前
の
国
家
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
自
立
し
う
る
と
い
う
前
提
の
も

と
、
個
人
と
民
族
と
国
家
と
を
一
対
一
の
対
応
関
係
で
結
び
、
個
人
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と
民
族
の
自
立
を
保
障
し
う
る
国
家
の
た
め
に
自
己
犠
牲
的
に
身
を

投
じ
た
行
為
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ペ
ナ
ン
華
人
商
業
会
議

所
を
中
心
に
ペ
ナ
ン
の
華
人
が
取
っ
た
行
為
は
、
複
数
の
公
権
力
と

関
係
構
築
を
試
み
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
自
ら
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

駆
使
し
て
自
ら
に
降
り
か
か
る
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
行
為
は
、
利
己
的
で
日
和
見
主
義
的
だ
と
し
て
批
判
的
に

と
ら
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
自
己
犠
牲
の
賞
賛
が
個
人
に
負
担
を
強
い
る
側
面
が
あ

る
こ
と
を
顧
み
れ
ば
、
誰
に
も
負
担
を
強
い
る
こ
と
な
く
、
自
ら
の

権
限
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
試
み
や
工
夫
に
目
を
向
け
る
こ
と
に
は

意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
個
人
が
自
ら
を
何
ら
か
の
民
族
と
し
て

自
覚
し
、
自
分
な
り
に
民
族
性
を
実
現
し
て
生
き
て
い
く
上
で
、
そ

れ
が
特
定
の
国
家
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
る
と
す
る
見
方
は
、
多

民
族
国
家
と
い
う
あ
り
方
が
肯
定
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
な
か
で
、
す

で
に
有
効
性
を
失
っ
て
い
る
。
二
〇
世
紀
前
半
に
国
際
社
会
は
、

「
国
籍
法
の
抵
触
に
関
連
す
る
あ
る
種
の
問
題
に
関
す
る
条
約
」
の

締
結
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
個
人
が
帰
属
す
る
対
象
を
一
つ
の
国
家

の
み
に
求
め
た
。
し
か
し
今
日
の
国
際
社
会
に
お
い
て
こ
の
規
範

は
、
も
は
や
唯
一
の
も
の
で
は
な
い
。
以
上
の
よ
う
な
状
況
の
な
か

で
、
中
華
民
国
成
立
期
に
お
け
る
ペ
ナ
ン
華
人
商
業
会
議
所
の
政
治

参
加
の
工
夫
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
事
例
で
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

◉
注

＊ 

１ 

山
本
（
二
〇
〇
六
）
は
、
一
九
五
〇
～
六
〇
年
代
の
北
ボ
ル
ネ
オ

に
お
け
る
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
の
形
成
過
程
を
論
じ
る
う
え
で
、「
北
ボ

ル
ネ
オ
の
『
愛
国
華
僑
』
と
中
華
商
会
」
と
い
う
章
を
設
け
、「
華
僑

か
ら
華
人
へ
」
と
い
う
視
点
に
再
考
を
迫
っ
て
い
る
。

＊ 

２ 

た
と
え
ば
、
奈
倉
（
二
〇
一
二
）。
ま
た
本
特
集
の
北
村
論
文
お

よ
び
奈
倉
論
文
も
、
同
様
の
試
み
を
行
っ
て
い
る
。

＊ 

３ 

た
だ
し
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
マ
イ
グ
レ
ー
シ
ョ
ン
論
で
は
、

越
境
者
と
出
自
国
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初

頭
の
時
代
と
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
時
代
と
を
区
別
す
る
こ
と
が
あ
る
。

か
つ
て
の
越
境
者
は
自
ら
を
出
自
国
の
一
員
と
認
識
せ
ず
、
居
住
国
の
一

員
と
し
て
の
み
認
識
し
て
い
た
の
に
対
し
、
現
代
の
越
境
者
は
出
自
国
・

居
住
国
の
一
員
と
い
う
認
識
を
持
ち
、
同
様
の
認
識
が
出
自
国
内
で
も
共

有
さ
れ
て
い
る
と
説
明
す
る
（Schiller et al. 1995: 52-53

）。
し
か
し

こ
う
し
た
理
解
は
、
華
人
に
関
し
て
は
あ
ま
り
当
て
は
ま
ら
な
い
。

＊ 

４ 

こ
れ
に
関
し
て
は
、
古
田
（
一
九
八
四
）、
田
中
（
一
九
九
〇; 

一

九
九
四
）、
貞
好
（
二
〇
〇
八
）、
相
沢
（
二
〇
一
〇
）、
山
本
（
二
〇

一
二
）
な
ど
を
参
照
。

＊ 

５ 

『
檳
城
新
報
』
もStraits E

cho

も
、
リ
ム
・
セ
ン
フ
イ
（Lim

 
Seng H

ooi

／
林
成
輝
）
が
所
有
す
るCriterion Press

（
点
石
斎
印

字
公
司
）
よ
り
発
行
さ
れ
た
日
刊
紙
で
あ
る
。Criterion Press

は
リ

ム
・
セ
ン
フ
イ
の
父
リ
ム
・
ホ
ア
チ
ア
ム
（Lim

 H
ua Chiam

／
林
花

鐕
）
に
よ
っ
て
一
八
八
三
年
に
設
立
さ
れ
た
。『
檳
城
新
報
』
は
一
八

九
五
年
に
、Straits E

cho

は
一
九
〇
三
年
に
そ
れ
ぞ
れ
創
刊
さ
れ
た
。

な
おCriterion Press

は
一
九
〇
〇
年
に
マ
レ
ー
語
新
聞Chahayah 

Pulau Penang
（「
ペ
ナ
ン
島
の
光
」
の
意
）
も
創
刊
し
た
。
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＊ 
６ 

一
九
一
二
年
一
月
二
八
日
か
ら
四
月
八
日
に
南
京
で
開
か
れ
た
臨

時
参
議
院
を
、
本
論
で
は
便
宜
的
に
南
京
臨
時
参
議
院
と
呼
ぶ
。
南
京

臨
時
参
議
院
は
、
各
省
都
督
府
代
表
連
合
会
が
制
定
し
た
中
華
民
国
臨

時
政
府
組
織
大
綱
に
基
づ
い
て
開
か
れ
、
軍
政
府
の
代
表
者
で
構
成
さ

れ
た
。

＊ 

７ 

一
九
一
二
年
四
月
二
九
日
か
ら
一
九
一
三
年
四
月
八
日
ま
で
北
京

で
開
会
し
た
臨
時
参
議
院
を
、
本
論
で
は
便
宜
的
に
北
京
臨
時
参
議
院

と
呼
ぶ
。
北
京
臨
時
参
議
院
は
、
中
華
民
国
臨
時
約
法
に
基
づ
き
、
各

省
の
省
議
会
が
選
出
し
た
代
表
者
に
よ
り
構
成
さ
れ
た
。

＊ 

８ 

た
だ
し
、
海
峡
植
民
地
政
府
の
イ
ギ
リ
ス
国
籍
者
の
認
定
基
準

は
、
海
峡
植
民
地
以
外
の
イ
ギ
リ
ス
人
行
政
官
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
い

こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
（
篠
崎 
二
〇
〇
八 ; 

村
上 

二
〇

一
三
）
を
参
照
。

＊ 

９ 

華
人
公
会
堂
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
公
会
堂
（T

ow
n H

all

）
を

参
照
し
て
一
八
八
一
年
に
設
立
さ
れ
た
。
自
己
の
意
志
で
加
入
で
き
る

組
織
で
は
な
く
、
福
建
・
広
東
両
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
そ
れ
ぞ
れ
選
出
し

た
人
物
で
構
成
さ
れ
る
理
事
会
を
実
体
と
し
、
両
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
指

導
者
層
の
協
議
機
関
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
詳
細
は
、
篠
崎

（
二
〇
一
一
）
を
参
照
。

＊ 

10 

中
国
同
盟
会
は
一
九
一
二
年
八
月
に
、
統
一
共
和
党
、
国
民
公

党
、
国
民
共
進
会
、
共
和
実
進
会
、
全
国
連
合
進
行
会
を
吸
収
合
併
し

て
、
国
民
党
に
改
組
し
た
（
深
町 

一
九
九
九
：
八
二
）。
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第
三
期
、
南
京
市
地
方
志
編
纂
委
員
会
辨
公
室
「
南
京
地
方
志
」

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
、http://njdfz.nje.cn/H

T
M

LN
EW

S/1210%
5C20097 

15192528.htm

（
最
終
閲
覧
日
二
〇
一
三
年
九
月
二
五
日
）

劉
士
木
（
一
九
一
三
）『
華
僑
参
政
権
全
案
』
上
海
華
僑
聯
合
会
。

杜
裕
根
・
蒋
順
興
（
一
九
九
二
）「
論
華
僑
参
議
員
的
設
立
及
其
歴
史
地

位
」『
民
国
档
案
』
一
九
九
二
年
第
三
期
、
九
三
―
九
七
頁
。

篠
崎
香
織
（
二
〇
〇
九
）「〝
華
人
商
務
局
〟
的
成
立
―
―
商
業
与
貿
易
発

展
的
催
化
因
素
」
文
平
強
・
許
徳
発
編
『
勤
倹
興
邦
―
―
馬
来
西
亜
華

人
的
貢
献
』
吉
隆
坡
：
華
社
研
究
中
心
、
三
〇
一
―
三
二
八
頁
。

張
堅
（
二
〇
〇
四
）「
民
族
主
義
視
野
下
的
民
初
華
僑
回
国
参
政
」『
華
僑

華
人
歴
史
研
究
』
二
〇
〇
四
年
三
月
第
一
期
、
四
六
―
五
三
頁
。

張
克
恭
（
一
九
一
三
）「
謝
君
碧
田
偉
績
」
劉
士
木
（
一
九
一
三
）、
一
―

三
頁
。

張
賽
群
（
二
〇
〇
六
）「
近
代
華
僑
国
内
参
政
議
政
権
深
討
」『
八
桂
僑

刊
』
二
〇
〇
六
年
三
期
、
四
一
―
四
七
頁
。

張
盛
満
（
二
〇
一
〇
）「
華
僑
参
政
権
研
究
」
江
西
師
範
大
学
碩
士
論
文
。

張
少
寬
（
二
〇
〇
四
）『
孫
中
山
与
庇
能
会
議
策
動
広
州
三
、
二
九
之
役
』

檳
城
：
南
洋
田
野
研
究
室
。

鄭
永
美
（
一
九
七
八
）「
檳
州
中
華
総
商
会
戦
前
史
料
」
檳
州
中
華
総
商

会
『
檳
州
中
華
総
商
会
贊
禧
紀
念
特
刊
（
一
九
〇
三
―
一
九
七
八
）』

七
五
―
八
七
頁
。

◉
著
者
紹
介

一
三
九
頁
に
掲
載
。


